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墨田区地域包括支援センター運営協議会に関する要綱 

平成１８年３月３１日 

１７墨福高高第１０２９号 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６に規定する地域包

括支援センター（以下「センター」という。）の公正・中立性を確保し、円滑かつ

適切な運営を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例（平成２５年墨田区条

例第５号）により設置した墨田区地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」

という。）の組織、運営等に関し必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その結果を介護保険事業運営協

議会に報告する。 

（１） センターの担当区域の設定に関する事項 

（２） センターの設置、変更及び廃止に関する事項 

（３） センターの公正・中立性の確保に関する事項 

（４） センターの事業運営の評価に関する事項 

（５） センターの職員の人材確保等に関する事項 

（６） 介護保険法第１１５条の４７第１項に規定する委託に関する事項 

（７） 介護保険法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業の委託に関す

る事項 

（８） 地域における介護保険事業以外のサービスとの連携体制の構築等に関する

事項 

（９） 地域ケア会議に関する事項 

（10） 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項 

（構成） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者の中から区長が委嘱し、又は任命する委員１

７名以内で構成する。 

（１） 地域ケアに関する学識経験を有する者 

（２） 介護サービス等に関する事業者及び職能関係団体の推薦する者 
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（３） 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の第１号被保険者

及び第２号被保険者 

（４） 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係

者 

（５） 前項に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から３年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 運営協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を

聴くことができる。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、福祉保健部高齢者福祉課に置く。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、福祉保健

部長が定める。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 
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  付 則 

 この要綱は、平成２９年１月１日から適用する。 

  付 則 

 この要綱は、平成３０年２月２２日から適用する。 

  付 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 


